
　

　

新型コロナウイルス感染症の蔓延も次第に沈静化してきており、京都府に発令されていまし

た緊急事態宣言が10月1日より解除となりました。

しかし、引き続き、飲食店等への営業時間の短縮要請は出されておりますので、ご注意下さ

い。

また、感染防止に引き続きご協力をお願いいたします。

京都府HP→https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/chijimessage.html

緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き長岡京市も含まれる京都市及び山城・乙訓地域の飲食店等に

は、営業時間の短縮要請がだされています。

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業

時間の短縮（終日休業された場合を含む）をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の

支給対象となります。

・時短要請期間 10月1日（金）～10月21（木）

・営業時間

（１）京都府新型コロナウイルス感染症防止対策認証制度（※）の認証店

午前5時～午後9時（酒類の提供は、午前11時～午後8時30分）

（２）上記以外の店舗

午前5時～午後8時（酒類の提供は、午前11時～午後7時30分）

・カラオケ設備の使用は自粛

・２時間 同じテーブルに4人までを目安にして下さい

他、詳しくは京都府のＨＰをご覧ください

→https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin18.html

（※）京都府新型コロナウイルス感染症防止対策認証制度について（別紙もご参照下さい）

～飲食店を営業する皆さまと、利用する皆さま 双方にとって安心・安全な環境づくりのため

感染防止対策に取り組んでいる飲食店を京都府が認証する制度です。

調査員の訪問調査を受ける必要があります。

申請期間が10月末までに延長されています。

詳しくは 京都府のHP→https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html#kakko2

▲認証店に配布されるステッカー

https://www.nagaokakyo-syokokai.jp/



９月２日に、事業再構築補助金第２回公募分の採択結果が発表になり、長岡京市商工会が申請支援を行った５

事業所が採択を受けました！

採択を受けられたのは、（順不同）

・株式会社京味食品

・ハーブキャンディー

・京料理 いっぷく亭

・松和機器サービス株式会社

・燈織屋

おめでとうございます！

今後、事業再構築補助金は 第4回 令和３年１１月下旬締切予定

第5回 令和４年 ２月上旬締切予定 です。

企業の思い切った事業再構築を支援する経済産業省所管の補助金です。

申請要件

1- ①2020年4月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、

コロナ以前（2019年または2020年1～3月）の同 3ヶ月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、

1-②2020年10月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と

比較して5％以上減少していること

2 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む

3 補助事業終了後、3～5年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、

従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0％以上増加の達成

締 切 ： 令和３年１１月下旬 （第４回目）

申請方法 ： オンライン申請のみ（GビズIDプライムアカウントの取得が必要）

補助金額 ： 通常枠 100万円～従業員の数に応じて8,000万円

卒業枠 6,000万円～1億円

緊急事態宣言特別枠：100万円～1500万円（従業員数による）



　

　

令和４年度に長岡京市の行う入札等に参加を希望する業者の資格申請受付が行われますので、希望される方は

長岡京市役所へ申請を行ってください。

・対象＝令和３・４年度に入札等参加資格を有していない業者（既に令和３年度に参加資格を登録済みの方は改め

て 申請する必要はありません）。または、入札等参加資格は有しているが、登録内容を変更する業者。

・区分＝①建設工事 ②測量・建設コンサルタント ③物品・役務

・申請要領＝長岡京市ホームページからダウンロードできます。また、長岡京市役所契約課窓口でも配布中。

・申請期間＝１２月１日（水）～１７日（金）消印有効

・申請方法＝郵送でのみ受付。封筒に「○○（区分）資格審査申請書在中」と朱書きし、返信用封筒（長型３号、宛名

を記入、８４円切手を貼付）を同封して配達記録の残る方法（一般書留、簡易書留、レターパックプラス等）で長岡京

市役所契約課へ。

お問い合わせ：長岡京市役所契約課

〒617-8501 長岡京市開田１丁目１番１号

☎075-955-9506 FAX075-951-5410



個人会員 丹尾淳史 税理士事務所 税理士神足３丁目3-5　ラビエール長岡京203

小売業（ヘアアクセサリー等）

個人会員 K-works

飲食業（café　bar）個人会員 花平 奥海印寺北垣外20

井ノ内下印田24-1　アローネ長岡京101 建設業（電気設備業）と社会保険労務士

個人会員 Sorawa shop

東神足１丁目2-8個人会員 S・Rミニマム 自転車修理　小売

今里4丁目6-19

長岡京市商工会報ふれあい / 令和3年10月発行 / 長岡京市商工会 編集・発行

〒617-0826 京都府長岡京市開田3-10-16 産業文化会館2F / TEL 075-951-8029 / FAX 075-958-2473

新入会員の皆様です。よろしくお願い致します（順不同、敬称略）

① １０月 ６日（水） 14：30～ 飲食業部会役員会

② １０月 ６日（水） 19：00～ 青年部常任委員会

③ １０月１３日（水） 13：00～16：00 税務相談会

④ １０月１９日（火） 14：00～ 女性部常任委員会 （産業文化会館 会議室）

⑤ １０月２６日（火） 14:00～ 女性部主催「初心者向けZOOMセミナー」（女性のみ参加可）

（産業文化会館３F会議室）

⑥ １０月２７日（水） 19：00～ 商業部会役員会 （産業文化会館 会議室）

⑦ １１月 ５日（金） 18:30～ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ＆YouTube活用セミナー

１１月１９日（金） 18：30～ （産業文化会館 ３階会議室 と Ｗｅｂ受講）

商工会では税理士による税務相談を隔月に１回第２水曜日に開催しています（確定申告締切日間近になると毎

月開催しています）。１０月は、１３日（水）午後１時～午後４時の開催日時です。

感染拡大防止の観点から、従来の対面による相談ではなく、パソコンを介したウェブによる相談となります。

1事業所1時間相談できます。ご予約の方を優先となりますので、事前のご予約をお薦めいたします。

ウェブによる税務等相談
（⾧岡京市商工会WEB会議システム）

操作方法等は、当日商工会職員がご説明します

会員事業所

（商工会・会議室）

相談員（税理士）

（税理士事務所）


